
福祉施設避難マニュアルの効果と
グループホーム火災

･病院･診療所等や社会福祉施設等において､

三要素(建築的要素､設備的要素､人的要素)
を組み合わせて必要な防火安全性能を確保す
る考え方が全国的に普及し､大きな効果

･マニュアル作成時に想定していなかった長崎

県のグループホーム火災(平成18年(2006
年) )により新たな対応の必要性
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長崎県大村市グループホ-ムやすらぎの里火災

平成18互1 ,即8β

長崎県大村市ユ言書やすらぎの里到利

2006 i:1 1iT8β

∴■

スH-^･^aq iPH人｢-聖qt"酬酬普8-r 8,0-Wl･叫l 23



･2006年1月8日午前2時25分

･共用室居間のソファ付近で出火｡ライターによる

着火の可能性が高い｡初期消火は消火器で行い
失敗､断念｡

･建築用途:高齢者福祉施設

･ RC造一部木造平屋建て､築3年

･延床面積279∩了､焼損面積279ml(全焼)

･死者7名､負傷者3名(うち敬具1名)

･消防用設備等は､消火器､誘導灯のみo小規模

高齢者福祉施設だったため､当時の基準では他
の設備を付けなくても違法ではなかった｡
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長崎県の認知症高齢者グループホーム
火災(7人死亡平成18年(2006年)1月)に伴う

消防法施行令の改正(平成19年(2007年)6月

福祉施設等の中でも特に火災危険性の高い施設を令別表
6項(ロ)として独立

スプリンクラー設備の設置基準の拡大

1000m2以上　う　275m2以上

日動火災報知設備･消防機関へ通報する火災報知設備･
消火器等の設置基準における面積要件の撤廃

防火管理義務対象物の拡大

｢特定施設水道連結型スプリンクラー設備｣の採用
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(6)項ロでスプリンクラー設備を設置することを

要しない防火区画(消防法施行規則第12条の2)

延べ面積 �����ﾓ)j)i��1000m2以上 

居室の床.壁の区画 傀���靱ﾉ�"�耐火構造 

内装制限 �,ｩц,ﾘ��W9E*H+ｸ,ﾉ�ﾈ,ﾙ>�"�同左 

開口部の広さ制限 ��4ｨ�Fﾓ*Hﾇc��8決屬�同左 

開口部の防火設備 冉�靂ｲ��ﾙ¥&�(佇ｫI��:饅(ﾛﾒ��特定防火設備である防火戸 (常閉○r煙感連動閉鎖or開放 部分の4m2以内の鉄製網入り ガラス入り戸) 

-区画の床面積 牝�ﾗH決屬�200n号以下 

-区画の居室数 �8決屬�制限なし 
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グループホーム火災に対する消防庁の
行政施策(231号通知)平成19年(2007年)6月

避難所要時間が避難限界時間以内ならスプリン
クラー設備の設置を免除

避難所要時間は避難安全検証法をベースに新
たに作成

避難限界時間や延長時間は福祉施設避難マ
ニュアルの考え方を踏襲

避難安全検証法的手法でスプリンクラー設備の
設置を免除する初の判断

今後予想される新たな形態の病院や福祉施設の
防火安全対策を考える場合の参考として重視
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避難限界時間

･避難限界時間-基準時間+延長時間

･基準時間;火災室が盛期火災に至る算定上の時間

算定項目 劍ｮ顏�鳧ｭB�

共通 剴)Z｢�

加 寡 条 件 兔xｷ�-�5h皐,ﾈ�>�,冤｢�+x.兀IZｨ,ﾈ覃�8+��不燃材料 �9Z｢�

準不燃材料 �)Z｢�

難燃材料 ��Z｢�

寝具.布張り家具の防炎性能の確保 �1分 
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